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申告対象となる「子ども」の範囲

就学者・未就学者・アルバイト等 社会人

生計維持者が扶養している親族

生計維持者が扶養していない親族

申告する扶養親族に含みません

所得が一定以上である（いわゆる「扶
養を外れた」）方など、生計維持者が
扶養していない親族は、申込者の兄弟
姉妹であっても申告対象に含みません

配偶者は申告対象
に含みません

上記の例の場合、申告対象となる扶養親族の人数は3人です

生計維持者

申告対象となる「子ども」とは、生計維持者２名（原則、申込者の父母）のどちらかが住民税の扶養親族としている人のうち、「いずれ
かの生計維持者の尊属（注）である者」「扶養する生計維持者の年⾧者（生計維持者より先に生まれた者）」でない人となります。

いずれかの生計維持者の尊属である者は、
扶養されている場合でも、申告対象に含みません

申込者本人(18歳)本人弟（６歳） 本人姉（20歳） 本人兄（24歳）

本人父（55歳） 本人母（54歳）

本人祖父(76歳) 本人祖母(78歳)

父・母どちらから扶養
されていても含まれます

【申告対象の考え方】

（注）尊属とは、祖父母、父母、伯父伯母など、その人よりも上の世代の親族のことです

※住民税の扶養親族とは、扶養している親族として税の年末調整、確定申告又は住民税申告で申告し、対象となった方をいいます。
税法上の控除額がない16歳未満の者も税の申告があれば扶養親族に含みます。


